
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
表
目
次

４

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
二
十
五
号
）
：
：
：
．
：
：
・
・
・
…
：
．
…
…
．
：
：
：
．
：
．
…
．
：
．
：
１

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六

○
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）

（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
号
）
：
・
・
・
：
：
．
：
．
：
：
：
：
・
・
・
：
．
：
．
：
：
：
：
：
：
．
…
．
：
…
…
：
．
：
・
・
・
：
：
．
…
…
１
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○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
号
）

鍔
修
学
一
脈

踵
学
資
貸
与
金
の
龍

ｰ

歩
準公

及
ひ
策
二
頚
第
一
号
の
表
に
左
い
て
后
じ
‐
）

炉
設
置
す
る
専
修
学
校
（
専
門
課
程
に
浪
る
。
冊

次
の
表
の
上
横
に
梶

及
び
通
学
形
態
の
区

駅
４
土
，
人
引

』
方
〃

間
１
‐

基
一
寸
休柔

八
条
の
三
榮
一
匿
築
一
口
石
〆

喉
築
一
号
の
表
及
ひ
舘

工
百
円
耐
し
。
）
、
『
四
一
Ｍ
十

。
。 榮

一
瞳
〕
子
資
貸
与
△

胴
士
示
去
ワ
４
下
ｌ
順
眠
順
順
ト
ー
汀
哩
凶
Ⅸ

ー

q■

条
築
一
喉
の
深
一
種
学
資
貸
与
金
（

）
の
月
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

渇
ず
る
学
佼
等
及
び
通
学
形
態
の
区

第
一
種
学
資
貸
与
金
の
無

袋
虫
』
必
一
丁
部
女
去
人
ョ
衣

第
八
条
の
二
集
一
正
の
表
准

型
立
大
学
法
人
及
び
地
方
他

羽
置
す
る
專
他 弟

三
条
第
一
匿
に
岸

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

Ｆ
斗
丞
，
Ｔ
限
咋
に
智
ｎ
ｙ

－ 1 －

改
正
案

現

行

へ

略
…

へ

略
一

（
略
）

区
分

へ

略
…

（
略
）

月
額



２
（
略
）

３
大
学
又
は
専
修
学
校
に
お
い
て
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
の
う
ち
、
教
員
に

備
考一

「
大
学
」
に
は
、
別
科
（
機
械
又
は
装
置
の
修
理
、
保
守
又
は
操
作
、

製
造
、
加
工
、
建
設
、
医
療
、
栄
養
の
指
導
、
保
育
、
経
理
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
職
業
に
必
要
な
技
術
の
教
授
を
目
的
と
す
る
も
の
で
文
部
科

学
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
特
定
別
科
」
と
い
う
。
）
を

五
「
自
宅
通
学
の
と
き
」
と
は
、
そ
の
者
の
生
計
を
維
持
す
る
者
と
同
居

す
る
と
き
、
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
を
い
う
（
第
八
条

の
二
第
一
項
第
一
号
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
・

’六
「
自
宅
外
通
学
の
と
き
」
と
は
、
前
号
の
自
宅
通
学
の
と
き
以
外
の
と

除
く
。
）
を
含
ま
な
い
（
第
六
条
及
び
第
八
条
の
二
を
除

Ｏ
）
Ｏ

二
・
三
（
略
）

四
「
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
」
に
は
、
専
攻
科
を
含
む

｜
を
除

第
一
項
第
一
号
の
表
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
・

（
削
る
）

き
を
い
う
（
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

則
第
十
一
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）

へ

略
一

き
、（

第
八
条
の
二

以
下
同
じ

２
（
略
）

３
大
学
又
は
専
修
学
校
に
お
い
て
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
の
う
ち
、
教
員
に

備
考一

「
大
学
」
に
は
、
別
科
（
機
械
又
は
装
置
の
修
理
、
保
守
又
は
操
作
、

製
造
、
加
工
、
建
設
、
医
療
、
栄
養
の
指
導
、
保
育
、
経
理
そ
の
他
こ
れ

部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。

六
「
自
宅
通
学
の
と
き
」
と
は
、
そ
の
者
の
生
計
を
維
持
す
る
者
と
同
居

す
る
と
き
、
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
を
い
う
（
第
八
条

五’
の
二
第
一
項
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
・

’七
「
自
宅
外
通
学
の
と
き
」
と
は
、
前
号
の
自
宅
通
学
の
と
き
以
外
の
と

い
う
。
）
の
教
授
を
目
的
と
す
る
も
の
で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の

（
次
号
に
お
い
て
「
特
定
別
科
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
を
含
ま
な
い

（
第
六
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
・

二
・
三
（
略
）

四
「
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
」
に
は
、
専
攻
科
を
含
む
（
以
下
同
じ
。

）
Ｏ ら

に
類
す
る
職
業
に
必
要
な
技
術
（
第
五
号
に
お
い
て
「
特
定
技
術
」
と

き
を
い
う
（
第
八
条
の
二
第
一
項
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

「
専
門
課
程
」
は
、
特
定
技
術
の
教
授
を
目
的
と
す
る
専
門
課
程
で
文

へ

略
…

－2－



第
一
条
の
二
大
学
、
高
等
専
門
学
校
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る
。
）
又
は

該
学
生
又
は
生
徒
に
つ
き
第
八
条
の
二
第
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に

専
修
学
校
に
在
学
す
る
者
（
特
定
通
信
教
育
受
講
者
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う

若
し
く
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
年
当
た
り

の
合
計
額
が
八
八
、
○
○
○
円
を
超
え
な
い
額
の
範
囲
内
で
学
校
等
の
種
別
及
び
通

学
形
態
の
別
を
考
慮
し
て
機
構
の
定
め
る
額
と
す
る
。

面
接
し
て
授
業
を
受
け
る
期
間
が
夏
季
等
の
特
別
の
時
期
に
集
中
す
る
者
そ
の
他
文

部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
（
次
条
に
お
い
て
「
特
定
通
信
教
育
受
講
者
」
と
い
う
。

）
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
表
大
学
の
項
下
欄

定
め
る
額
の
う
ち
最
も
高
い
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
（
そ

等
専
門
学
校
の
項
下
欄
又
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の

第
一
種
学
資
貸
与
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
表
大
学
の
項
下
欄
、
高

律
第
八
号
。
以
下
「
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料

う
。
）
の
支
給
又
は
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法

ち
、
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
学
資
支
給
金
（
以
下
単
に
「
学
資
支
給
金
」
と
い

受
け
る
学
生
又
は
生
徒
が
選
択
す
る
額
と
す
る
。

上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
未
満
の
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
の
う
ち
、
貸
与
を

の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
又
は
当
該
控
除
し
た
額
の
一
万
円

の
減
免
（
次
項
に
お
い
て
「
授
業
料
減
免
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る

（
学
資
支
給
金
の
支
給
等
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
）

負
支
給
金
の
龍

部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
（
第
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
「
特
定
通
信
教
育
受
講

者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の

表
大
学
の
項
下
欄
若
し
く
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
年
当
た
り
の
合
計
額
が
八
八
、
○
○
○
円
を
超
え
な
い
額
の
範
囲
内
で
学
校
等
の

種
別
及
び
通
学
形
態
の
別
を
考
慮
し
て
機
構
の
定
め
る
額
と
す
る
。

面
接
し
て
授
業
を
受
け
る
期
間
が
夏
季
等
の
特
別
の
時
期
に
集
中
す
る
者
そ
の
他
文

（
新
設
）

－3－



21
二’二’ 一’ 減

免
を
受
け
な
い
特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
年
当
た

給
金
の
支
給
又
は
授
業
料
減
免
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額

を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
年
当
た
り
の
合
計
額
が
学
資
支
給
金
の
支
給
及
び
授
業
料

る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
と
な
る
よ
う
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

り
の
合
計
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
授
業
料
の
年
額
（
当
該
学
生
又
は
生
徒

行
令
（
令
和
元
年
政
令
第
号
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
支
援
法
施
行
令

が
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
三
○
、
○
○
○
円
。
以

」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
の
区
分
に

未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
）

機
構
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
通
信
教
育
受
講
者
の
う
ち
学
資
支

ぞ
れ
当
該
授
業
料
調
整
年
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
た
額
）
を
十
二

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
授
業
料
調
整
年
額
」
と
い
う
。
）
（
当
該
学
生
又
は
生
徒

を
受
け
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
額
を
十
二
で
除
し
た
額
（
そ
の
額
に
百
円

は
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

に
係
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
減
免
額
算
定
基
準
額
が
同
条
第
一
項
第
二
号
又

第
二
項
に
規
定
す
る
減
免
額
算
定
基
準
額
が
同
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に

に
切
り
上
げ
た
額
）

で
除
し
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円

り
算
定
さ
れ
る
学
資
支
給
金
の
額

当
該
学
生
又
は
生
徒
に
つ
き
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施

特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
つ
き
第
八
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ

一
三
○
、
○
○
○
円
（
特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
係
る
支
援
法
施
行
令
第
二
条

（
新
設
）

－4－



第
八
条
の
二
学
資
支
給
金
の
月
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
学
資
支
給
金
を
受
け
る

一’ 者
（
以
下
「
支
給
対
象
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
区
分
に
応

未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
す
る
。

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
額
に
百
円

（
学
資
支
給
金
の
額
）

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額

端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
）

、
○
○
○
円
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の

掲
げ
る
額
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
一
三
○

同
等
雄
方
公
共
圧
体
、
独
立
行
政
法
白

寺
呵
人
亘
立
高
等
專
瑁
学
佼
畿
溝
及
去

一
○
○
円
未
満
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に

坐
○
○
ｍ

第
八
条
の
二
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
学
資
支
給
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単

額
と
す
る
。

掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る

四
項
に
お
い
て
「
支
給
対
象
校
」
と
い
う
。
）
に
在
学
す
る
者
に
つ
い
て
、
同
欄
に

に
「
学
資
支
給
金
」
と
い
う
。
）
の
月
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
（
第

（
学
資
支
給
金
の
額
）

筒
等
地
方
公
共
圧
体
独
立
行
制

寺
珂
ヨ
立
高
等
専
泪
学
校
賎
構
乃

白
宅
通
学
の
一
二
○
、
○
○
○
ｍ

－5－

ｌ大学
私
立
の
大
学

地
方
公
共
団
体
、
国
立
大
学
法

人
及
び
公
立
大
学
法
人
が
設
置

す
る
大
学

菫| 皇
外
通
学
の

自
宅
通
学
の
と

ｌき
菫| 皇
外
通
学
の

自
宅
通
学
の
と

Ｉき

区
分

七
五
、
八
○
○
円

三
八
、
三
○
○
円

六
六
、
七
○
○
円

二
九
、
二
○
○
円

月

額 ’

ｌ大学

‐
私
立
の
大
学

地
方
公
共
団
体
、
国
立
大
学
法
人

及
び
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る

ｌ大学

自
宅
外
通
学

の
と
き

自
宅
通
学
の

と
き

自
宅
外
通
学

の
と
き

自
宅
通
学
の

と
き

区
分

四
○
、
○
○
○
円

三
○
、
○
○
○
円

三
○
、
○
○
○
円

二
○
、
○
○
○
円

月

額 ’



ｌ学校
Ｕ
公
立
大
学
注
入
か
殼
置
す
ス

司
等
專
泪
学
佼
（
第
四
学
竿
乃

21
支
給
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
表
各
項
の
下
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

欄
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
で
機
構
の
定
め
る
額
と
す
る
。

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

設
置
す
る
高
等
専
門
学
校
又
は
国
若
し
く
は
国
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
専
修
学
校

に
在
学
す
る
者
が
授
業
料
の
減
免
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
に
対
す
る
学
資

国
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
大
学
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
が

’
人
か
設
置
す
る
高
等
宙

弟
四
学
年
及
び
第
五
螢

Ｚ
士
衣
兄

－6－

’
備
考’一

「
大
学
」
に
は
、
専
攻
科
（
支
援
法
第
二
条
第
二
項
に

’

規
定
す
る

期
大
学
の
専
攻
科
を
除
く
。
）
及
び
別
科
を
含
ま
な
い
（
以
下
こ
の

に
お
い
て
同
じ
。
）

二
「
第
四
学
年
及

定
す
る
高
等
専
門
び

0

第
五
学
年
」

学
校
の
専
攻
科
に
は
、
支
援

を
含
む
。

短条

法
第
二
条
第
二
項
に
規

妻|雇’
私
立
の
専
修
学
校

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行

政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
及
び

地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す

る
専
修
学
校

自
宅
外
通
学

ｌとき

の

自
宅
通
学
の
と

ｌき
菫| 皇
外
通
学
の

自
宅
通
学
の
と

ｌき

七
五
、
八
○
○
円

三
八
、
三
○
○
円

六
六
、
七
○
○
円

二
九
、
二
○
○
円

鬘|雇’
私
立
の
専
修
学
校

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政

法
人
、
国
立
大
学
法
人
及
び
地
方

独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
修

ｌ学校 私
立
の
高
等
専
門
学
校

自
宅
外
通
学

の
と
き

自
宅
通
学
の

と
き

自
宅
外
通
学

の
ル
）
き
」

自
宅
通
学
の

と
き

自
宅
外
通
学

の
と
き
」

自
宅
通
学
の

と
き

自
宅
外
通
学

の
と
き
」

四
○
、
○
○
○
円

三
○
、
○
○
○
円

三
○
、
○
○
○
円

二
○
、
○
○
○
円

四
○
、
○
○
○
円

三
○
、
○
○
○
円

三
○
、
○
○
○
円



21
ｌ一
一
○
○
円
未
満
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
の
区
分
に
応
じ
、

支
給
対
象
者
に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ

端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
す
る
。

三’律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四

二’れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
額
に
百
円
未
満
の

も
の
に
対
す
る
学
資
支
給
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

が
採
ら
れ
て
同
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
児
童
養
護
施
設
に
入
所
し
て
い
た
者
そ

に
要
す
る
費
用
に
つ
き
学
資
支
給
金
に
よ
る
支
援
の
必
要
性
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る

十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
扶
助
を
受
け
て
い

に
規
定
す
る
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
た
者
若
し
く
は
同
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置

る
者
又
は
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
お
い
て
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
で
あ
っ
て
、
居
住

ｌ
じ
た
額

れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額

支
給
対
象
者
の
う
ち
、
そ
の
者
の
生
計
を
維
持
す
る
者
が
生
活
保
護
法
（
昭
和
二

の
一
を
乗
じ
た
額

二
五
、
六
○
○
円
以
上
五
一
、
三
○
○
円
未
満
第
一
号
に
定
め
る
額
に
三
分

一
○
○
円
以
上
二
五
、
六
○
○
円
未
満
前
号
に
定
め
る
額
に
三
分
の
二
を
乗

そ
れ
ぞ

41 31
機
構
の
定
め
る
額
に
そ
れ
ぞ
れ
二
四
○
、
○
○
○
円
を
加
え
た
額
と
す
る
。

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
各
項
の
下
欄
に
定
め
る
額
又
は
前
二
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
る
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
当
該
支
給
対
象
校
に
入
学
し
た
月
に
支
給
さ

施
設
に
入
所
し
て
い
た
者
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で

学
形
態
の
別
を
考
慮
し
て
機
構
の
定
め
る
額
と
す
る
。

れ
る
学
資
支
給
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
表
各
項
の
下
欄
又
は
前
二
項
の

号
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
同
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
児
童
養
護

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号

表
の
大
学
の
項
下
欄
又
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
年
当
た
り

の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四
に
規
定
す
る
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
た
者
又
は
同

の
合
計
額
が
五
○
、
○
○
○
円
を
超
え
な
い
額
の
範
囲
内
で
学
校
等
の
種
別
及
び
通

支
給
対
象
校
に
在
学
す
る
者
（
そ
の
者
が
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
お
い
て

特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
対
す
る
学
資
支
給
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の

－7－

Ｉ大学

Ｉ
私
立
の
大
学

地
方
公
共
団
体
、
国
立
大
学
法
人
及
び
公
立
大

学
法
人
が
設
置
す
る
大
学

区
分

四
二
、
五
○
○
円

三
三
、
三
○
○
円

月

額 I
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ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

３

大

学

又

は

専

修

学

校

に

お

い

て

通

信

に

よ

る

教

育

を

受

け

る

支

給

対

象

者

に

対

す

41

○
○
円
以
上
二
五
●
●
叩
》
，
別
号
に
定
め
る
額
に
分
の
一
を
乗

ハ
○
○
円
以
上
五
一
○
円
未
満
》
号
に
定
め
る
額
ｒ
分

一’

ｌ二一○○円以上二五、六○○円未満三四、○○○円

ｌ‐三二五、六○○円以上五一、三○○円未満一七、○○○円

る
学
資
支
給
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
対
象
者

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
一
年
に
つ
き
、

訓
荊
引
網
謝
制
引
割
例
月
長
聖
上
弟
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除

し
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
し
、
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端

ｌ
じ
た
額

前
三
項
に
規
定
す
る
「
支
給
額
算
定
基
準
額
」
と
は
、
支
給
対
象
者
及
び
そ
の
生

の
一
を
乗
じ
た
額

ｌ高等’ 冨’鬘| 雇’
学
校
｜
高
等
専
門
学
校

一
○
○
円
未
満
五
一
、
○
○
○
円

地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
一
二
五
、
八
○
○
円

大
学
法
人
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す

私
立
の
高
等
専
門
学
校

門
学
校
機
構
及
び
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立

私
立
の
専
修
学
校

る
専
修
学
校

三
三
、
三
○
○
円

三
五
、
○
○
○
円

四
二
、
五
○
○
円

－8－



一’ に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に

年
度
（
当
該
月
が
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
月
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
前
年
度
。
以
下

て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
法
第
二
百
九

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定

は
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
が
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号

勤
添
か
か
ル
ス
》
旧
家
△
日

式
等
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得
等
の
金
額
並
び
に
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
四

所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株

金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
課
税
短
期
譲
渡
所
得
金
額
、

得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得

同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
課
税
譲
渡

附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
課
税
事
業
所

金
額
、
課
税
退
職
所
得
金
額
及
び
課
税
山
林
所
得
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条

の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
課
税
配
当
所
得
等
の
金
額
、
同
法

琢
者
又
は
そ
価

口
で
あ
る
場
△
同

学
資
支
給
金
が
支
給
さ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る

口
上
几
４
１
－
カ
乗
不
準
不
一
君
須
や
合
口
弓
こ
君

α
吐
広
唾
由
に
よ
り
本
文
死
鮨

咽
寺
す
る
音
が
】
子
資
支
給
金
が
ち

目
Ｉ
Ｔ
兀
］
朱
不
灸

画
又
ば
后
法
端
則
第
一
二
条
の
二
一
乗
匹
頗

×
給
制
蒙
音
▽

）
日
卸
広
展

－9－



二’
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
課
税
雑
所
得
等
の
金
額
、
外
国
居
住
者
等
の
所

得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第

十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利

後
の
金
額
）
及
び
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等

た
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用

子
等
の
額
（
同
法
第
八
条
第
八
項
第
四
号
（
同
法
第
十
二
条
第
七
項
及
び
第
十
六

条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

等
の
額
（
同
法
第
八
条
第
十
一
項
第
四
号
（
同
法
第
十
二
条
第
八
項
及
び
第
十
六

六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当

方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
三
条

後
の
金
額
）
並
び
に
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地

た
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用

の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
十

が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
及
び
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所

第
十
二
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
（
同
条
第
十
四
項
第
四
号
の
規
定

得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
二
の
二

場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
の
合
計
額
に
百
分
の
六
を
乗
じ
た
額

の
二
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
（
同
条
第
十
一
項
第
四
号

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る1
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第
八
条
の
三
機
構
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
支
給
対
象
者
に
対
し
て

51
一’ 、

当
該
各
号
に
定
め
る
月
数
を
限
度
と
し
て
、
学
資
支
給
金
の
支
給
を
行
う
も
の
と

Ｉ
す
る
。

’
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
支
給
対
象
者
に
対
す
る
学
資
支
給
金
の
額
に
つ
い
て

は
、
前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
学
資
支

（
学
資
支
給
金
の
支
給
の
期
間
）

学
校
の
専
攻
科
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
が

月
数
（
支
援
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
の
専
攻
科
又
は
高
等
専
門

そ
の
在
学
す
る
大
学
等
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の

二
十
四
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
二
十
四
月
を
超
え
な
い
範
囲
で
文
部
科
学
省
令

て
は
、
当
該
額
に
四
分
の
三
を
乗
じ
た
額
）

α
ユ
ハ
及
Ｏ
昨
副
葬
一
二
条
に
一
二
茉
五
産
め
岸

×
徒
対
象
者
が
栂
業
訓
妹
の
幸

過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
者
当
該
支
給
対
象
者
が

■
Ｆ
■
日
・

〃
未

０
４
Ⅱ
〃

豐
力
友
そ
く
７

串
不
兀
一
‐
＋
１
七
口
石
）
華

度
分
の
地
方
税
注
の
媚

Ｈ
石
）
造
未
一
一
エ
ロ
エ
皿

号
に
尾
げ
る
訴
得
割
を
裸

一
る
特
定
求
間
者
の
就
間
の
支
援
に
韮

字
ｈ
／
睡
哩
笹

又
封
剴
Ｂ
Ｉ
空
子
淫
吟

。
［
隅
・
Ｊ
Ｉ
Ｊ
代

〃
十
九
桑
一
匿
に
津

旨
等
寺
王
逗
子
陵
又
は
宙

知
い
》
ム
ダ
ｃ
、
剰
耶
ｌ
同
〃

｜
■
ｑ
』
Ｐ

（
新
設
）
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第
八
条
の
四
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
学
資
支
給
金
の
支
給
に
関
し
必
要
な

二’事
項
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

（
文
部
科
学
省
令
へ
の
委
任
）

な
期
間
の
月
数
が
四
十
八
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
四
十
八
月
を
超
え
な
い
範
囲

数
を
控
除
し
た
月
数
）

月
数
と
当
該
支
給
対
象
者
が
過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
期
間
の
月
数

た
者
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
当
該
支
給
対
象
者
が
そ
の
在
学
す

百
八
条
第
九
項
、
第
百
二
十
二
条
又
は
第
百
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
編
入
学
し

月
数
が
七
十
二
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
七
十
二
月
か
ら
当
該
過
去
支
給
期
間
月

る
大
学
等
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
（
当
該

で
定
め
る
月
数
と
し
、
専
修
学
校
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要

で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
月
数
と
す
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
過
去
支
給
期
間
月
数
」
と
い
う
。
）
と
を
合
算
し
た

過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
の
う
ち
学
校
教
育
法
第

（
新
設
）
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○
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

－ 13－

（
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
の
固
定
資
産
）

第
五
十
一
条
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
日
本
私
立
学
校
振

興
・
共
済
事
業
団
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
団
」
と
い
う
。
）
が
日
本
私
立

学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
事
業
団
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る

業
務
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
固
定
資
産

と
す
る
。

一
事
業
団
が
事
業
団
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
若
し
く
は

第
十
号
、
第
三
項
第
三
号
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
固
定
資

産
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

イ
・
ロ
（
略
）

一

一

●

一

一

一

へ

略
廷一グ

改
正
案

（
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
の
固
定
資
産
）

第
五
十
一
条
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
日
本
私
立
学
校
振

興
・
共
済
事
業
団
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
団
」
と
い
う
。
）
が
日
本
私
立

学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
事
業
団
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る

業
務
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
固
定
資
産

と
す
る
。

一
事
業
団
が
事
業
団
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
若
し
く
は

第
十
号
又
は
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
の
う
ち

次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

イ
・
ロ
（
略
）

一

一

●

一

一

一

へ

略
…

現
行



○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
二
十
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

－ 14－

附
則

（
経
過
措
置
）

第
二
条
（
略
）

2

施
行
日
前
か
ら
引
き
続
き
大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
（
大
学
等
に
お

け
る
修
学

の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置

に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
第
一
条
第
一
項
の
表
備
考
第
五
号
に

規
定
す
る
専
門
課
程
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
在
学
す
る
者
（
大
学
又
は
専
修
学

校
に
お
い
て
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
を
除
く
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ

○

）
に
係
る
施
行
日
以
後
の
貸
与
契
約
に
よ
る
当
該
在
学
中
の
第
一
種
学
資
貸
与
金

の
月
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

改
正
案

附
則

（
経
過
措
置
）

第
二
条
（
略
）

2

施
行
日
前
か
ら
引
き
続
き
大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
（
独
立
行
政
法

人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
第
一
条
第
一
項
の
表
備
考
第
五
号
に
規
定
す
る
専

門
課
程
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
在
学
す
る
者
（
大
学
又
は
専
修
学
校
に
お
い
て

通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
を
除
く
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る

施
行
日
以
後
の
貸
与
契
約
に
よ
る
当
該
在
学
中
の
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
月
額
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

現
行


